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活
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法
（
昭
和
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５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
４
９
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の
規
定
に
よ
る

医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
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同
法
第
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５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
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平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
名
称
駅
東
整
形
外
科

２
所
在
地
福
井
市
日
之
出
２
－
１
２
－
２

３
指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
８
月
１
３
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
８
６
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
４
９
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の
規
定
に
よ
る

医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り

、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
名
称
耳
鼻
咽
喉
科
い
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

２
所
在
地
勝
山
市
旭
町
１
－
３
－
２
７

３
指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
８
月
２
０
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
８
７
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の

規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の

２
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
８
８
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を

担
当
さ
せ
る
機
関
か
ら
、
同
法
第
５
４
条
の
２
第
４

項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
０
条
の
２

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
８
９
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を

担
当
さ
せ
る
機
関
か
ら
、
同
法
第
５
４
条
の
２
第
４

項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
５
０
条
の
２

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
年
月
日

平
成
１９
年
８
月
１５
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
方
郡
美
浜
町
金
山
２
－
３
－
２７

居
宅
介
護
事
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
美
方
福
祉
会

事
業
の
種
類

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

三
方
郡
美
浜
町
早
瀬
７
－
３１
－
５

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
湖
岳
の
郷

休
止
年
月
日

平
成
１９
年
４
月
１
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
方
上
中
郡
若
狭
町
井
崎
第
４０

号
８０
番
地

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
若
狭
町
社
会
福

祉
協
議
会

事
業
の
種
類

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

三
方
上
中
郡
若
狭
町
井
崎
４０
－
８０

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
い
ず
み

休
止
年
月
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称

事
業
の
種
類

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
９
０
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
１
０
年
法
律
第
５
７
号

）
第
２
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
有
水
面

し
ゅ
ん

の
埋
立
て
の
竣
功
認
可
を
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

し
ゅ
ん

１
竣
功
認
可
の
日

平
成
１
９
年
８
月
２
３
日

し
ゅ
ん

２
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
お
よ
び
名
称
な

ら
び
に
代
表
者
の
氏
名

福
井
県
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
－
１

越
前
漁
港
管
理
者

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
西
田
中
１
３
－
５
－
１

越
前
町
長
関
敬
信

３
埋
立
区
域

�
位
置

福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
厨
１
１
字
別
司
４
２

－
１
番
地
地
先
か
ら
福
井
県
丹
生
郡
越
前
町
厨

１
６
字
中
保
５
３
－
１
番
地
地
先
ま
で

�
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
、
１
の
地
点
か
ら
３
４

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
お
よ

び
１
の
地
点
と
３
４
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

１
の
地
点
漁
港
原
点
か
ら
方
向
角
１
５
０

度
０
９
分
４
４
秒
距
離
２
１
２

９
．
６
８
２
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
の
地
点
１
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
度
５

３
分
０
７
秒
距
離
８
１
．
２
２

３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
の
地
点
２
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
７
０

平
成
１９
年
８
月
１
日

越
前
市
北
府
２
丁
目
１２
番
１３
号

医
療
法
人
嘉
生
会

居
宅
介
護
支
援

越
前
市
北
府
２
丁
目
１２
番
１３
号

指
定
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
き
ら
ら
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度
１
７
分
０
３
秒
距
離
１
．
４

１
１
メ
ー
ト
ル
の
地
点

４
の
地
点
３
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
６
９

度
３
７
分
３
１
秒
距
離
２
．
７

５
２
メ
ー
ト
ル
の
地
点

５
の
地
点
４
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
３
６

度
２
３
分
２
２
秒
距
離
３
．
５

９
１
メ
ー
ト
ル
の
地
点

６
の
地
点
５
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
５
４

度
０
６
分
１
２
秒
距
離
３
．
２

３
５
メ
ー
ト
ル
の
地
点

７
の
地
点
６
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
５
８

度
３
７
分
３
２
秒
距
離
３
．
８

３
３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

８
の
地
点
７
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
７
２

度
１
２
分
０
９
秒
距
離
９
．
７

０
６
メ
ー
ト
ル
の
地
点

９
の
地
点
８
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
度
２

６
分
５
４
秒
距
離
４
．
０
５
０

メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
０
の
地
点
９
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
７
４

度
２
８
分
２
４
秒
距
離
０
．
２

９
５
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
１
の
地
点
１
０
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
度

２
７
分
５
８
秒
距
離
３
．
３
０

０
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
２
の
地
点
１
１
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
０

２
度
３
１
分
１
０
秒
距
離
４
．

５
９
９
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
３
の
地
点
１
２
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
０

度
５
６
分
５
９
秒
距
離
９
．
５

１
３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
４
の
地
点
１
３
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
７

２
度
１
４
分
２
８
秒
距
離
２
．

９
１
５
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
５
の
地
点
１
４
の
地
点
か
ら
方
向
角
５
度

３
３
分
４
０
秒
距
離
２
３
．
０

５
３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
６
の
地
点
１
５
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
８

４
度
３
４
分
０
０
秒
距
離
１
９

．
９
６
４
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
７
の
地
点
１
６
の
地
点
か
ら
方
向
角
３
１

３
度
３
３
分
２
８
秒
距
離
５
．

０
５
７
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
８
の
地
点
１
７
の
地
点
か
ら
方
向
角
３
５

１
度
４
４
分
１
９
秒
距
離
３
８

．
６
３
２
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
９
の
地
点
１
８
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
６

６
度
３
４
分
２
２
秒
距
離
１
７

．
８
１
５
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
０
の
地
点
１
９
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
７

６
度
３
４
分
１
６
秒
距
離
１
５

．
０
９
８
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
１
の
地
点
２
０
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
６

６
度
４
６
分
１
０
秒
距
離
１
２

５
．
０
８
３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
２
の
地
点
２
１
の
地
点
か
ら
方
向
角
３
５

６
度
４
６
分
４
３
秒
距
離
１
４

．
９
４
８
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
３
の
地
点
２
２
の
地
点
か
ら
方
向
角
２
６

６
度
２
４
分
２
１
秒
距
離
１
４

．
８
６
７
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
４
の
地
点
２
３
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
７

６
度
４
４
分
４
６
秒
距
離
１
０

５
．
８
６
２
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
５
の
地
点
２
４
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
０

２
度
４
６
分
１
０
秒
距
離
１
４

５
．
５
１
１
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
６
の
地
点
２
５
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
３

５
度
２
４
分
２
２
秒
距
離
４
．

５
８
８
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
７
の
地
点
２
６
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
０

５
度
０
１
分
１
２
秒
距
離
７
．

９
１
０
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
８
の
地
点
２
７
の
地
点
か
ら
方
向
角
８
６

度
５
５
分
３
３
秒
距
離
４
．
７

１
８
メ
ー
ト
ル
の
地
点

２
９
の
地
点
２
８
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
０

８
度
０
６
分
３
０
秒
距
離
１
３

．
７
０
６
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
０
の
地
点
２
９
の
地
点
か
ら
方
向
角
６
度

０
３
分
３
０
秒
距
離
４
．
５
５

７
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
１
の
地
点
３
０
の
地
点
か
ら
方
向
角
５
２

度
５
３
分
１
７
秒
距
離
２
．
２

７
２
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
２
の
地
点
３
１
の
地
点
か
ら
方
向
角
９
４

度
０
３
分
３
６
秒
距
離
１
１
．

０
０
３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
３
の
地
点
３
２
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
３

５
度
２
１
分
５
７
秒
距
離
４
．

３
１
８
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
４
の
地
点
３
３
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
９

６
度
０
０
分
３
４
秒
距
離
６
．

９
９
４
メ
ー
ト
ル
の
地
点

１
の
地
点
３
４
の
地
点
か
ら
方
向
角
１
０

２
度
４
４
分
１
４
秒
距
離
１
０

．
７
６
３
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
面
積

２
２
，
２
１
６
．
５
平
方
メ
ー
ト
ル

４
埋
立
の
免
許
の
日
お
よ
び
番
号

平
成
元
年
７
月
１
０
日

福
井
県
指
令
漁
第
１
０
３
号

５
関
係
図
書
を
備
え
お
く
市
町

越
前
町

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
５
条
第
３
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

の
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
２
５
条

第
５
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
１
９
年
８
月
１
９
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
い
き
い
き
Ｉ
Ｔ
ク
ラ

ブ

�
代
表
者
の
氏
名

道
見
�
夫

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
西
瓜
屋
第
９
号
６
番

地

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
井
県
内
の
高
齢
者
や
障
害

者
な
ど
に
対
し
て
パ
ソ
コ
ン
等
Ｉ
Ｔ
機
器
の
操

作
習
得
が
出
来
る
よ
う
気
軽
に
参
加
で
き
る
サ

ロ
ン
教
室
運
営
事
業
な
ど
を
通
じ
て
、
情
報
格

差
の
解
消
と
情
報
技
術
に
精
通
す
る
人
材
育
成

を
図
り
も
っ
て
豊
か
な
地
域
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
９
年
８
月
１
９
日
か
ら
平
成
１
９
年

１
０
月
１
８
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
次
の
店
舗
に
つ
い

て
は
、
そ
の
届
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
の
で
公
告
す
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る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

（
仮
称
）
ハ
ー
ツ
学
園
店

福
井
市
学
園
２
丁
目
９
０
７
他
２
３
筆

２
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

福
井
県
民
生
活
協
同
組
合

理
事
長
藤
川
武
夫

福
井
市
開
発
町
第
２
号
１
番
１

３
新
設
の
届
出
の
年
月
日

平
成
１
９
年
７
月
６
日

４
取
下
げ
の
年
月
日

平
成
１
９
年
８
月
２
３
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

麻
生
津
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
５
月
１

１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

監
事
田
端
定
永
福
井
市
三
尾
野
町
８‐６

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

麻
生
津
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
８
月
５

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

監
事
岩
佐
文
孝
福
井
市
三
尾
野
町
７‐２４

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

�
江
八
ヶ
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１

６
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
６
月

１
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
田
中
茂
一
郎
�
江
市
舟
津
町
４‐６‐３６

〃
斎
藤
彌
蔵
�
江
市
舟
津
町
４‐６‐４７

〃
田
中
清
隆
�
江
市
舟
津
町
４‐７‐１１

〃
田
中
勝
見
�
江
市
舟
津
町
５‐５‐１６

〃
斎
藤
卓
雄
�
江
市
五
郎
丸
町
１１‐１

〃
堀

國
雄
�
江
市
五
郎
丸
町
１４９‐２

〃
細
川

巽
�
江
市
定
次
町
７‐２５

〃
加
藤
忠
義
�
江
市
柳
町
１‐１‐１２

〃
片
山
仁
一
郎
�
江
市
柳
町
１‐４‐７

〃
熊
野
高
士
�
江
市
上
河
端
町
４８‐１

〃
熊
野
信
夫
�
江
市
旭
町
４‐７‐２９

〃
山
本

實
�
江
市
水
落
町
２‐５‐８

〃
山
本
信
英
�
江
市
水
落
町
３‐１‐１４

監
事
中
嶋
宏
昭
�
江
市
舟
津
町
４‐１４‐３４

〃
冨
本
正
夫
�
江
市
柳
町
１‐８‐１６

〃
吉
村
吉
左
ェ
門
�
江
市
上
河
端
町
１６‐１８

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

�
江
新
横
江
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
７
月
３

１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
日
下
部
輝
憲
�
江
市
横
越
町
１２‐３

〃
福
岡
信
雄
�
江
市
横
越
町
２１‐１５

〃
山
岸
輝
男
�
江
市
横
越
町
１２‐５３

〃
斉
藤
長
一
�
江
市
中
野
町
１３‐１５

〃
品
川
敏
男
�
江
市
中
野
町
５８‐２９

〃
福
岡
正
武
�
江
市
新
町
７‐２５

監
事
岩
壁

肇
�
江
市
横
越
町
１２‐４６

〃
斉
藤
亮
三
�
江
市
中
野
町
１７‐１６

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

�
江
八
ヶ
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１

６
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
６
月

１
６
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
田
中
茂
一
郎
�
江
市
舟
津
町
４‐６‐３６

〃
斎
藤
彌
蔵
�
江
市
舟
津
町
４‐６‐４７

〃
中
嶋
宏
昭
�
江
市
舟
津
町
４‐１４‐３４

〃
上
嶋
伊
喜
男
�
江
市
舟
津
町
５‐５‐８

〃
斎
藤
卓
雄
�
江
市
五
郎
丸
町
１１‐１

〃
堀

國
雄
�
江
市
五
郎
丸
町
１４９‐２

〃
恩
地
彦
雄
�
江
市
定
次
町
８‐２

〃
加
藤
忠
義
�
江
市
柳
町
１‐１‐１２

〃
中
嶋
義
昭
�
江
市
柳
町
１‐６‐１７

〃
吉
村
吉
左
ェ
門
�
江
市
上
河
端
町
１６‐１８

〃
田
中
信
清
�
江
市
長
泉
寺
町
１‐１‐７

〃
山
本

實
�
江
市
水
落
町
２‐５‐８

〃
山
本
信
英
�
江
市
水
落
町
３‐１‐１４

監
事
田
中
涼
一
�
江
市
舟
津
町
３‐１‐１２

〃
堀

廣
明
�
江
市
五
郎
丸
町
１２‐３２

〃
山
本
利
男
�
江
市
水
落
町
２‐８‐１７

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

�
江
新
横
江
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（

昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
９
年
８
月
１

日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
大
久
保
長
市
�
江
市
横
越
町
２５‐３

〃
福
岡
重
光
�
江
市
横
越
町
１３‐１３

〃
山
岸
輝
男
�
江
市
横
越
町
１２‐５３

〃
斎
藤
幸
治
�
江
市
中
野
町
１３‐４

〃
品
川
敏
男
�
江
市
中
野
町
５８‐２９

〃
福
岡
英
夫
�
江
市
新
町
８‐３０

監
事
橋
本
多
三
雄
�
江
市
横
越
町
１３‐１２

〃
福
岡
武
善
�
江
市
新
町
８‐３５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１

４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
測
量
の
実
施
に

つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
測
量
計
画
機
関
の
名
称

国
土
地
理
院

２
作
業
の
種
類

基
本
測
量（
高
密
度
メ
ッ
シ
ュ
標
高
デ
ー
タ
作

成
作
業
）

３
作
業
の
期
間

平
成
１９
年
９
月
３
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
３
１
日

ま
で

４
作
業
の
地
域

福
井
県
全
域

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３

９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事

務
所
長
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
測
量
計
画
機
関
の
名
称
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近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

（
１
級
基
準
点
・
２
級
基
準
点
）

３
作
業
の
期
間

平
成
１
９
年
８
月
２
０
日
か
ら
平
成
２
０
年
２

月
２
９
日
ま
で

４
作
業
の
地
域

敦
賀
市
疋
田
地
先
～
敦
賀
市
山
中
地
先
お
よ
び

三
方
郡
美
浜
町
坂
尻
地
先
～
三
方
郡
美
浜
町
気
山

地
先

公
安
委
員
会
告
示

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１
０
７
号

警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
）
第

２
２
条
第
２
項
第
１
号
に
基
づ
く
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管

理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
１
８
号
）
附
則
第
２
条
に

規
定
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
公
安
委
員
会

委
員
長
松
浦
正
則

１
講
習
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

�
講
習
の
区
分

警
備
業
法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す

る
警
備
業
務

�
実
施
日
お
よ
び
時
間

平
成
１
９
年
１
０
月
１
日
（
月
）
か
ら
平
成

１
９
年
１
０
月
４
日
（
木
）
ま
で
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で

�
実
施
場
所

福
井
市
春
山
１
丁
目
７
番
３
号
染
織
会
館

５
階
会
議
室

２
定
員

３
０
人

３
受
講
対
象
者

受
講
申
込
み
を
行
う
日
に
お
い
て
、
福
井
県
内

に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業
所

に
所
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
警
備
業
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
１
６
年
法
律
第
５
０
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の

警
備
業
法
第
１
１
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

交
付
さ
れ
た
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証

（
以
下
「
旧
資
格
者
証
」
と
い
う
。
）
を
保
有
す

る
者

４
申
込
手
続
等

�
受
付
期
間

平
成
１
９
年
９
月
１
０
日
（
月
）
か
ら
平
成

１
９
年
９
月
１
４
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
定
員
に
な
り
次
第

受
付
を
終
了
す
る
。
）

�
受
講
申
込
書
等
の
提
出
先

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
受
講

希
望
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
を
管
轄
す
る

警
察
署
ま
た
は
受
講
希
望
者
の
所
属
す
る
営
業

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、

郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

�
提
出
書
類

ア
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込

書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

無
背
景
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
は
り
付
け
る

こ
と
。
）
１
通

イ
旧
資
格
者
証
の
写
し
１
通

ウ
所
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

警
察
署
に
申
込
む
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
営

業
所
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書

面
１
通

�
手
数
料

２
３
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
福
井
県
証
紙

を
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書

に
は
り
付
け
る
こ
と
。

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還

し
な
い
。

５
そ
の
他

�
委
託
先

本
講
習
は
、
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

�
修
了
考
査

講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了

考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た

と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育

責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

６
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

�
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企

画
課
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内

線
３
０
４
２
ま
た
は
３
０
４
４
）
ま
た
は
各
警

察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

�
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
電
話
０
７
７

６
－
２
１
－
６
９
１
４

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１
０
８
号

警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
３
条
第
１
項
に
規
定
す

る
検
定
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
１
９
年
８
月
３
１
日

福
井
県
公
安
委
員
会

委
員
長
松
浦
正
則

１
検
定
の
区
分
、
実
施
日
、
時
間
お
よ
び
場
所

�
検
定
の
区
分
、
実
施
日
お
よ
び
時
間

実
施
時
間

午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で

午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で

実
施
日

平
成
１９
年
１２
月
１２
日
（
水
）

平
成
１９
年
１２
月
１３
日
（
木
）

検
定
の
区
分

施
設
警
備
業
務
２
級

施
設
警
備
業
務
１
級
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�
実
施
場
所

福
井
市
下
六
条
町
第
１
６
号
１
５
番
地

福
井
県
中
小
企
業
産
業
大
学
校

２
定
員

各
３
０
人

３
検
定
対
象
者

�
施
設
警
備
業
務
２
級

受
検
申
請
を
行
う
日
に
お
い
て
、福
井
県
内

に
住
所
を
有
す
る
者
ま
た
は
福
井
県
内
の
営
業

所
に
所
属
す
る
警
備
員

�
施
設
警
備
業
務
１
級

�
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者

ア
施
設
警
備
業
務
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格

証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て

、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、

施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以

上
あ
る
者

イ
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
、
上
記
ア
に
掲

げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
お
よ
び
能
力
を

有
す
る
と
認
め
る
者

４
検
定
試
験
の
方
法
お
よ
び
内
容

�
施
設
警
備
業
務
２
級

ア
学
科
試
験

�
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に

関
す
る
こ
と
。

�
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
。

イ
実
技
試
験

�
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に

関
す
る
こ
と
。

�
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
。

�
施
設
警
備
業
務
１
級

ア
学
科
試
験

�
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

�
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

�
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に

関
す
る
こ
と
。

�
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

。

�
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
。

イ
実
技
試
験

�
警
備
業
務
対
象
施
設
に
お
け
る
保
安
に

関
す
る
こ
と
。

�
施
設
警
備
業
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

。

�
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故

が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
応
急
の
措
置

に
関
す
る
こ
と
。

５
申
請
手
続
等

�
受
付
期
間

平
成
１
９
年
１
０
月
９
日
（
火
）
か
ら
平
成

１
９
年
１
０
月
１
９
日
（
金
）
ま
で
（
日
曜
日

、
土
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１
７
８
号
）
第
３
条
に

規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か
ら

午
後
５
時
ま
で

た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第
受
付
を
終
了
す

る
。

�
検
定
申
請
書
等
の
提
出
先

検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
検
定

申
請
者
」
と
い
う
。
）
の
住
所
地
ま
た
は
検
定

申
請
者
の
所
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
警
察
署

な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、

郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
、
認
め
な
い
。

�
提
出
書
類

ア
検
定
申
請
書
１
通

イ
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無

帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
、
縦
３
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
２
．
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
お
よ
び
撮

影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
２
葉

ウ
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
申
請
す
る

者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
書
面

１
通

エ
所
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

警
察
署
に
申
請
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該

営
業
所
に
属
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面

１
通

オ
３
�
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
施

設
警
備
業
務
２
級
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写

し
お
よ
び
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後

施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
１
年
以

上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
書
面
各
１
通

カ
３
�
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
１

級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
１
通

	
受
検
手
数
料

１
６
，
０
０
０
円
に
相
当
す
る
福
井
県
証
紙

を
検
定
申
請
書
に
は
り
付
け
る
こ
と
。

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
検
手
数
料
は
、
返
還

し
な
い
。

６
そ
の
他

�
本
検
定
の
学
科
試
験
は
実
技
試
験
の
前
に
行

い
、
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
対
し

て
は
、
実
技
試
験
を
行
わ
な
い
。

�
受
検
に
際
し
て
は
、
筆
記
用
具
お
よ
び
内
履

き
を
持
参
す
る
こ
と
。

�
合
格
者
の
発
表
は
、
検
定
当
日
、
検
定
実
施

場
所
に
お
い
て
行
う
。

７
検
定
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画

課
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０
（
内
線
３

０
４
２
ま
た
は
３
０
４
４
）
ま
た
は
各
警
察
署
生

活
安
全
課
（
係
）
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平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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